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令和２年度第２４回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和３年３月２４日 

                    担当部・課：産業部商工課〔内線３５２３〕                           

① 件  名 

石巻市中小企業融資あっせん制度等の見直しについて 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

東日本大震災の影響により直接的又は間接的に被害を受けた事業者に対する融資制度の「災害関

連枠」については、震災後１０年を経過し、事業者の復興に関する資金需要は減少している。 

【目的】 

令和２年度をもって東日本大震災による「災害関連枠」を廃止するとともに、昨今の大規模災害

の急増に鑑み、災害救助法や激甚災害に指定された災害で、市長が指定する災害により被害を受け

た事業者への復旧支援のための「災害対応資金」を設置することにより、迅速な支援を図る。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

石巻市中小企業融資あっせん要綱（平成１７年告示第１６０号） 

石巻市緊急経済対策等保証料補給事業実施要綱（平成２１年告示第１６号） 

石巻市中小企業災害等資金利子補給金交付要綱（令和２年告示第１３８号） 

石巻市中小企業融資災害関連利子補給事業実施要綱（平成２３年告示第１７２号） 
 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 第３章 地域資源を活かして元気産業を創造するまち 

  第１節 石巻独自の技術開発や新産業を創出する 

   ４ 地域を支える商工業の振興を図る 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和２年１２月 宮城県信用保証協会協議 

令和３年２月  石巻市融資制度金融懇談会において市内特定金融機関と協議 

⑤ 主な内容 

１ 石巻市中小企業融資あっせん制度の改正 

・制度資金名称：従来の「一般枠」を「一般資金」に、「災害関連枠」を「災害対応資金」に変更 

  ・災害対応資金の貸付限度額：「2,000 万円」を「1,000 万円」に変更 

  ・災害対応資金の取扱期間：「令和 3 年 3月 31 日まで」を「市長が指定する日」に変更 

 

 ２ 石巻市緊急経済対策等保証料補給事業の見直し 

    上記１の改正により、東日本大震災関連の「災害関連枠」を廃止し、新たに「一般資金」及び

「災害対応資金」としたことに伴い、保証料率を改定する。 

改定後 現 行 

一般資金 50％  

災害対応資金 50％ 

一般枠 50％ 

災害関連枠 100％ 

 

 ３ 石巻市中小企業災害等資金利子補給金の見直し 

上記１の改正に伴い、新たに災害救助法や激甚災害に指定された災害で、市長が指定する災

害により被害を受けた事業者への復旧支援のために制定する「災害対応資金」への利子補給を

実施するために改正する。 

  ・実施内容：資金貸付日から 3 年間の利子を補給する（100％補給） 

 

 ４ 石巻市中小企業融資災害関連利子補給事業の見直し 

    令和 2 年度まで実行された「災害関連枠」の利子補給を継続して支給するために改正する。 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

  本改正により、災害発生時に早急に対応可能な融資制度として活用でき、迅速な融資実行により

事業者支援が可能となる。 

【市財政への負担】 

 令和 3 年度見込 災害対応資金預託金    100,000 千円 

         災害対応資金保証料補給金  11,200 千円（見込み 80 件×140 千円） 

         災害対応資金利子補給金   2,000 千円（見込み 80 件×25 千円） 

合 計      113,200 千円 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

・東松島市「中小企業育成融資（東日本大震災特別融資）」取扱期間令和 3 年 3 月 31 日まで 

・女川町「中小企業融資（災害特別枠）」取扱期間令和 3 年 3 月 31 日まで 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和３年３月 関係要綱等の一部改正（同年４月１日施行） 

       市ホームページ等により周知 

⑨ その他 

 

 


